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本日の内容

1.令和6年度補正予算（案）等について

2.法人経営を取り巻く動向① 今後の事業展開

3.法人経営を取り巻く動向➁ 法人制度改革等

4.今後の法人経営
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●物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 「重点支援地方交付金」
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２．法人経営を取り巻く動向①
～今後の事業展開～
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１．全世代型社会保障に向けて
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１．全世代型社会保障に向けて

社会保障制度の直面する課題

足下の経済・社会構造の動向を踏まえ、2040 年頃までを展望すると、社会保障制度は大き
な課題に直面。

➢ 2022 年に生まれたこどもの数は統計開始以来、最低の数字（77 万 759 人）となり、
ピークの３分の１以下にまで減少。また、2022 年の合計特殊出生率は、1.26 と過去最低
となり、くわえて、少子化のスピードが加速している中で、少子化による中長期的な社会
保障を含む経済社会の「支え手」の深刻な不足が懸念される

➢ 少子化に加え、更なる高齢化が同時に進行することで、人口減少により今後更に労働力が
減少し、人材不足が恒常化していく中で、介護、保育を始め各分野において、より深刻と
なる人材不足への対応を急がなくてはならない

➢ 長年のデフレ・低インフレの下で定着した「物価や賃金は上がらない」という国民や事業
者の意識は変化してきており、30 年ぶりとなる高水準の賃上げや企業の高い投資意欲な
ど、足下では経済の先行きに前向きな動きが見られていることに留意する必要

➢ これからも続く「超高齢社会」等により、社会保障給付は引き続き増加。一方、国民一人
一人の多様なニーズに対応するサービスを利用できる環境を創出する必要。こうした中で、
医療介護の保険料負担の増加や財政面からの社会保障の持続可能性への対処も必要である。
社会保障の問題は、日本社会の持続可能性の問題に直結し得るということも認識する必要

全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程） （令和5年12月・閣議決定）
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１．全世代型社会保障に向けて

改革の方向性や実施における留意すべき点

➢ 目指すべき社会の将来方向として「少子化・人口減少」の流れを変えることが重要。2030 
年までをラストチャンスと捉え、戦略の「加速化プラン」を着実に進めていくことにより、
少子化トレンドを反転させる必要。

➢ 大胆な少子化対策によって人口減少の流れを変えるとしても、労働力の減少は当面続く。
労働需給のひっ迫は、市場原理により構造的に賃金を上昇させる要因となる。特に労働集
約的な特徴を持つ医療・介護サービスにおいては、経営情報の見える化とあわせた処遇改
善とともに、医療・介護現場での生産性の向上や業務の効率化がますます重要。

➢ 「全世代型社会保障」を実現していくためには、女性や高齢者を始めとする意欲のある
方々の多様な就労・社会参加ができる環境整備を進めることが必要。その前提として、特
に健康づくりの取組を強化して、全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社
会の実現に取り組み、健康寿命の延伸等を図ることも求められる。

➢ 社会保障の持続可能性を高めていく取組が必要である。社会保障は格差の是正や貧困の解
消を図り、消費や「人への投資」を活発にすることができることや、社会保障における給
付と負担は表裏一体のものであることについての認識も浸透させる必要

➢ ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）、ＡＩのような新しい技術を徹底的に社会実
装することで、これまではできなかった改革を実行に移すことが可能となることを期待

全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程） （令和5年12月・閣議決定）
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１．全世代型社会保障に向けて

全世代型社会保障構築会議（第18回） 令和6年5月27日

少子高齢・人口減少社会の到来、2040 年に向けて、
地域軸の視点（それぞれの地域の特性）も踏まえ、
介護・障害・福祉や医療も含めた横断的な提供体制の在り方についても議論
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２．骨太の方針2024

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～
３．主要分野ごとの基本方針と重要課題 

（１）全世代型社会保障の構築

（医療・介護サービスの提供体制等）
➢ 高齢者人口の更なる増加と人口減少に対応するため、限りある資源を有効に活用

しながら、質の高い効率的な医療・介護サービスの提供体制を確保するとともに、

医療・介護ＤＸの政府を挙げての強力な推進、ロボット・デジタル技術やＩＣＴ・オ
ンライン診療の活用、タスクシフト／シェア、医療の機能分化と連携など地域の実情に応
じ、多様な政策を連携させる必要がある。

➢ 国民目線に立ったかかりつけ医機能が発揮される制度整備、地域医療連携推進法人・社会
福祉連携推進法人の活用、救急医療体制の確保、持続可能なドクターヘリ運航の推進や、
居住地によらず安全に分べんできる周産期医療の確保、都道府県のガバナンスの強化を図
る。

➢ 人口減少による介護従事者不足が見込まれる中で、医療機関との連携強化、介護
サービス事業者のテクノロジーの活用や協働化・大規模化、医療機関を含め保有
資産を含む財務情報や職種別の給与に係る情報などの経営状況の見える化を推進
した上で、処遇の改善や業務負担軽減・職場環境改善が適切に図られるよう取り
組む。また、必要な介護サービスを確保するため、外国人介護人材を含めた人材
確保対策を進めるとともに、地域軸、時間軸も踏まえつつ、中長期的な介護サー
ビス提供体制を確保するビジョンの在り方について検討する。

経済財政運営と改革の基本方針2024について（令和6年6月21日・閣議決定）
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３．規制改革

（６）健康・医療・介護

16 介護・保育・障害福祉分野における合併、事業譲渡等に関する
ローカルルールの防止等

➢ 高齢化とともに、高齢者を含む人口減少が進む我が国において、良質な介護・保
育・障害福祉サービスの持続性を確保し、利用者の生活に支障を及ぼしかねない
サービスの中断・停止等を回避するためには、介護・保育・障害福祉分野の事業
者（社会福祉法人を含む。以下「介護事業者等」という。）の協働化や合併、事
業譲渡等による経営力強化及び円滑な事業承継（以下「経営力強化等」とい
う。）が必要である。

➢ 経営力強化等の手段は多様であり、どの手段を選択し、必要に応じて、複数の手
段を組み合わせるかは介護事業者等の経営判断で行われるものであるが、合併や
事業譲渡等のニーズを有する事業者は一定程度存在する。

規制改革実施計画（令和6年6月21日・閣議決定）

@全国社会福祉法人経営者協議会
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３．規制改革

➢ 一方で、介護・保育・障害福祉分野における合併、事業譲渡等については、以下のような
指摘がある。

• 介護事業者等の合併、事業譲渡等に関して、地方公共団体によっては、肯定的に捉えてい
ないところがあったり、あるいは、介護事業者等にとって、公開情報で知り得る事例も限
られており情報不足から現実的な選択肢として検討することが困難。

• 介護事業者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続（合併、事業譲渡等に伴う手続
を含む。以下同じ。）について、特に、介護保険法（その政省令、通知、事務連絡等を含
む。）、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号。その政省令、通知、事務連絡等を含む。
以下同じ。）、児童福祉法（昭和 22年法律第 164 号。その政省令、通知、事務連絡等を
含む。以下同じ。）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平
成 17 年法律第 123 号。その政省令、通知、事務連絡等を含む。）、社会福祉法（昭和 
26 年法律第 45 号。その政省令、通知、事務連絡等を含む。以下同じ。）等を執行する地
方公共団体との調整が重要な課題である。

• 合併、事業譲渡等に関して事例が少ないこともあり、知見が乏しく、許認可に関する手続
に関して地方公共団体の担当者間でも理解に濃淡が生じている。

• 地方公共団体による不適切なローカルルール（独自の規律に係る様式、添付書類、各種申
請に関して同分野の事業者と地方公共団体が行う事前相談及びその他運用に関する事項を
含む。以下同じ。）がある場合には、介護事業者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要
な手続の予見性が低く、かつ、事務負担が重い。

規制改革実施計画（令和6年6月21日・閣議決定）

@全国社会福祉法人経営者協議会
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３．規制改革

➢ 以上を踏まえ、介護事業者等の経営力強化等を目的として、円滑な合併、事業譲
渡等が実施可能な環境整備を行うとともに、当該事業者の手続に要する負担を軽
減するため、以下の措置を講ずる。

a. こども家庭庁及び厚生労働省は、合併、事業譲渡等の事例及びその内容について
介護事業者等による情報収集を容易にすることで、介護事業者等が自らの経営力
強化等の選択肢として、合併、事業譲渡等を前向きに検討・実施可能なものであ
ることの理解を促すとともに、地方公共団体が否定的に捉えるべきものではない
ことを明確化し、併せて、不適切なローカルルールによる介護事業者等の負担増
を回避するため、介護事業者等及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業
者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続に関する手順や処理期間、合併、
事業譲渡等の事例、合併、事業譲渡等に至った経緯、目的、効果等を記載したガ
イドライン等を作成・公表する。

規制改革実施計画（令和6年6月21日・閣議決定）

@全国社会福祉法人経営者協議会
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３．規制改革

a. （前掲）

b. 厚生労働省は、社会福祉法人が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続について、社会
福祉法人の合併認可件数は年間 10～20 件程度、また、事業譲渡等に係る認可又は届出件
数は数十件程度で、それぞれ推移するなど事例が少ないことに起因して、必要な手続につ
いて地方公共団体の理解に差が生じていることや、地方公共団体による不適切なローカル
ルールがある場合には、社会福祉法人にとって、合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手

続の予見性が低く、かつ、事務負担が重いとの指摘を踏まえ、社会福祉法人の予見性向
上並びに社会福祉法人及び地方公共団体の事務負担軽減の観点から、地方公共団
体の実態も踏まえつつ、厚生労働省が令和２年３月に策定した合併・事業譲渡等
マニュアル（以下「マニュアル」という。）を見直し、公表する。その際、社会福
祉法人が合併、事業譲渡等の検討から各種指定申請までの各種手続の処理期間の目安等を
記載することにより、合併、事業譲渡等を検討し、又は実施しようとする社会福祉法人及
び当該社会福祉法人による手続の許認可等（当該手続に関する相談を含む。）を行う地方
公共団体にとって必要な手続や期間が明確となり分かりやすく有用なものとなるよう留意
する。あわせて、社会福祉法人が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続について、簡
略化（事業所の職員に変更がない等、実質的に継続して運営されると認められる場合にお
ける手続及び提出書類を不要又は省略可能とすることを含む。）も検討し、その結果を踏
まえ、当該マニュアルに記載することで事務負担の軽減を図るものとする。

規制改革実施計画（令和6年6月21日・閣議決定）

@全国社会福祉法人経営者協議会
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３．規制改革

a. （前掲）
b. （前掲）

c. こども家庭庁及び厚生労働省は、介護サービス事業者が老人福祉法の規定に基づいて、
地方公共団体に対して提出する届出関連文書等や、保育事業者が児童福祉法等の規定に基

づいて、地方公共団体に対して提出する認可申請関連文書等について、介護事業者等の
事務負担軽減の観点から、標準様式及び標準添付書類（以下「標準様式等」とい
う。）を作成し、保育事業者、介護サービス事業者が全国一律で当該標準様式等
を用いて手続等を行うこととするための所要の措置を講ずる。その際、当該標準様
式等については、押印又は署名欄は設けないことを基本とし、あわせて、地方公共団体に
対して押印又は署名を求めることがないよう要請するとともに、先行して標準様式等が定
められている介護保険サービスや障害福祉サービスと共通化可能な部分はそれぞれ共通化
することを基本とする。

➢ なお、地方公共団体が地域の特性に照らして特に必要がある場合に、その判断によって、
独自の規律を設けることを妨げないこととし、当該地方公共団体が当該独自の規律に係る
申請・届出文書について独自の様式・添付書類を使用することを妨げない。

規制改革実施計画（令和6年6月21日・閣議決定）

@全国社会福祉法人経営者協議会
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３．規制改革：全国経営協の提言

@全国社会福祉法人経営者協議会

地域の福祉を守り抜く未来志向の事業展開に向けて

資金、人材・設備等の弾力的な運用

分野を越えた賃金改善原資（加算等）の配分

【制度・分野を越えた経営資源の有効活用】

【手続の標準化、事務負担等の軽減】

法人、事業毎の認可・指定等の標準化、DX化の促進

所轄庁の理解促進（マニュアル等の普及）、窓口の一元化

【地域のニーズに即した事業展開】

地域のセーフティネットを守り抜くための事業展開の促進

施設整備・修繕のための交付金（補助金）の効果的な運用

➢ 規制改革推進会議 第10回 健康・医療・介護ワーキング・グループ（令和6年4
月26日）でヒアリング・提言



地域ニーズに即した事業展開

制度面での主な課題

➢ 補助金適正化法や資金使途の制約等により柔軟な事業展開が困難

➢ 職員の専従要件による専門ノウハウを効率的に活用できない

➢ 施設の設備・機能を柔軟・効率的に他分野（制度・サービス）に活用できない

➢ 賃金改善の仕組み（加算等）が制度毎に異なり、給与の統一等が困難 等

施設整備・修繕のための交付金（補助金）の効果的な運用

資金、人材・設備等の弾力的な運用

分野を越えた賃金改善原資（加算等）の配分

制度・分野を越えた経営資源の有効活用が必要

23@全国社会福祉法人経営者協議会



資金の使途制限（例）

使途制限の内容 措置施設 保育所 介護老人福祉施設 障害者・児施設

社会福祉
事業

施設整備等の借入の償還 △ △ 〇 〇
積立金の積立 △ △ 〇 〇
他社会福祉事業への繰入 △ △ 〇 〇
同種別事業への貸付 △

（同一年度内）
△

（同一年度内）
〇 △

（同一年度内）
異種別事業への貸付 △

（同一年度内）等
△

（同一年度内）等
△

（同一年度内）
△

（同一年度内）
前期末支払資金残高の使用
が認められる範囲

△
①当該施設での
取崩使用
②本部運営費
③他の社会福祉事業
④公益事業

△
①当該施設での
取崩使用
②本部運営費
③他の社会福祉事業
及び施設整費
④公益事業

〇 〇

公益事業会計への繰入 △ △ 〇 〇
収益事業への繰入 ■ ■ ■ ■
法人外への資金の流出（貸付を含む） ■ ■ ■ ■

*事業活動資金収支差額が黒字かつ当期
資金収支差額に資金不足が生じない範囲

〇：使途制限なし △：要件、限度額等あり ■：社会福祉法人・事業の趣旨、公益性等を踏まえ不可

24@全国社会福祉法人経営者協議会



地域ニーズに即した事業展開

手続面での主な課題

➢ 事業毎の認可・指定等の様式等が自治体によって異なる

➢ 同様の情報を複数回にわたって記載・提出する必要がある

➢ 法人認可（変更等）とともに、事業毎の認可・指定（変更等）を行う必要がある
➢ ワンストップで手続等が進められない、事務負担も大きい

➢ 合併・事業譲渡等について所轄庁の理解に差がある
➢ 手続きに時間がかかる、必要な支援が受けられない 等

手続の標準化、事務負担等の軽減がさらに必要

法人、事業毎の認可・指定等の標準化、DX化の促進

所轄庁の理解促進（マニュアル等の普及）、窓口の一元化

25@全国社会福祉法人経営者協議会



参考：地域ニーズに即した事業展開に係る主な課題・事例等

➢ 地域のニーズに応じて、高齢・障害福祉、子ども・子育て等の事業を複合的かつ効果的に実施しようとする
場合、相互の資金融通や制度・事業毎の利用定員、人員配置や設備等に係る基準が弾力化され、経営資
源を有効に共有することで効率的なサービス提供が可能となる。

➢ 合併・事業譲渡等を進めるうえで、地域や利用者の理解、法人間の合意や信頼関係はもとより、法人の規
定や仕組みの統合・調整が必要となり、人材確保の観点からは、従業員の承継、雇用確保や処遇、従業員
との交渉や調整が重要となる。また、具体的な進め方、スケジュールを十分に検討するとともに、所轄庁と
の許認可に関する相談や調整も必要となるため、全体的に時間と労力・コストを要するものであり、事務体
制等の確保も必要である。

➢ 社会福祉事業に要する基本財産の処分等が必要な場合※（次項参照）には、所轄庁の承認と国庫補助に
より取得した財産の処分に係る承認、借入債務等に係る各種手続も必要となるが、国庫補助と地方の交付
金事業等による場合の要件や手続・書類等が異なり、準備と手続等が煩雑となり負担が大きい。

➢ 合併・事業譲渡等による組織統合において、給与をはじめとする勤務条件の調整が人材確保等の観点から
重要となるが、基本給はもとより制度・種別が異なる事業を統合する場合に、処遇改善加算等の仕組みの
違いによる給与規程等の相違や複雑化の調整に苦慮する。

➢ 社会福祉法人の認可等の所管と高齢・障害福祉、子ども・子育て等の所管、双方での相談や手続きが必要
となるため、時間がかかり、法人内の手続や書類作成などの事務負担が大きい。また、所轄庁が合併・事業
譲渡等の相談や手続きを実施したことがない場合には、確認しながらの手続、書類提出等となるため時間
を要する。

➢ 施設・事業所の所在（所轄）する自治体が異なる場合、双方の自治体への手続きも必要となるため負担が
大きくなる。また、提出情報の重複、関係書式や添付資料に相違がある場合もあり、情報共有の仕組みや
書式等の標準化が必要である。 26@全国社会福祉法人経営者協議会



参考：地域ニーズに即した事業展開に係る主な課題・事例等

出典：厚生労働省 社会福祉法人の「合併・事業譲渡等マニュアル」（令和2年9月）

国庫補助金の取り扱い

⚫社会福祉法人が国庫補助
金を受けて取得した財産を
処分する際には、厚生労働
大臣等の承認が必要となる。

⚫承認にあたっては、交付した
国庫補助金に相当する額の
返還（国庫納付）や、返還を
求めない場合であっても処
分を制限するなどの条件が
付される。

⚫国庫補助金を返還しないた
めの無償譲渡は、法人外流
出の可能性があることに特
に注意する必要もある。

27@全国社会福祉法人経営者協議会
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４．デジタル行財政改革会議

@全国社会福祉法人経営者協議会

協働化・大規模化等による介護経営の改善に関する政策パッケージ
（令和6年6月18日・デジタル行財政改革会議）

➢ 介護サービス市場において人材確保が困難となる中、介護施設・事業所が安定的
に必要な事業を継続し、地域におけるサービスを確保し、複雑化したニーズに対
応するためには、１法人１拠点といった小規模経営について、協働化・大規模化
等による経営改善の取組が必要。

➢ こうした経営改善の取組を推進するため、経営課題への気づき、協働化・大規模
化等に向けた検討、協働化・大規模化等の実施の各段階に即した対策を講じる。

➢ すべての介護関係者に協働化・大規模化等の必要性とその方策を認識してもらえ
るよう、厚生労働省としてあらゆる機会を捉えて、積極的に発信する。

（厚生労働省 HP上に特設ページを開設、関係団体への説明・周知依頼、関係団体機関誌等
への寄稿、その他各種説明会の実施等）
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４．デジタル行財政改革会議

@全国社会福祉法人経営者協議会

協働化・大規模化等による介護経営の改善に関する政策パッケージ
（令和6年6月18日・デジタル行財政改革会議）
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５．関連する国の調査研究事業①

@全国社会福祉法人経営者協議会

介護現場の働きやすい職場環境づくりに向けた
経営の協働化・大規模化に関する調査研究
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６．関連する国の調査研究事業➁

@全国社会福祉法人経営者協議会

人口減少社会を見据えた
高齢者施設等の整備に関する調査研究事業
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６．関連する国の調査研究事業➁



７．「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」

33〔出典：内閣府「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策概要」（令和6年11月22日）〕



34〔出典：政労使の意見交換資料（令和6年11月26日）〕



８．財政審 秋の建議
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３．法人経営を取り巻く動向➁
～法人制度改革等～

42
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１．社会福祉法人制度

社会・援護局関係主管課長会議（令和6年3月）
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１．社会福祉法人制度

@全国社会福祉法人経営者協議会



２．地域における公益的な取組

45



３．社会福祉充実財産

46



４．社会福祉法人の不正事案に関する注意喚起

47@全国社会福祉法人経営者協議会



４．社会福祉法人の不正事案に関する注意喚起

48@全国社会福祉法人経営者協議会



49

５．保育所等における継続的な経営情報の見える化について



50

５．保育所等における継続的な経営情報の見える化について



@全国社会福祉法人経営者協議会 51

６．社会的養護
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７．社会福祉法人の経営状況

2022 年度 社会福祉法人の経営状況について（WAM）
（令和6年3月18日）

@全国社会福祉法人経営者協議会
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７．社会福祉法人の経営状況

@全国社会福祉法人経営者協議会
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７．社会福祉法人の経営状況

@全国社会福祉法人経営者協議会
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８．2024年1-8月「老人福祉・介護事業」の倒産調査

2024/9/
6

@全国社会福祉法人経営者協議会
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８．2024年1-8月「老人福祉・介護事業」の倒産調査

長引く人手不足とコロナ禍のダメージ蓄積、物価高など、厳しい経営環境が続く介護事業者（老人福祉・介護事業）
の倒産増に歯止めがかからない。2024年1-8月の「介護事業者」倒産は114件（前年同期比44.3％増）で、介護保険
法が施行された2000年以降、同期間最多の2020年（85件）を大幅に上回った。現状のペースでは年間170件超が
見込まれ、年間最多の2022年（143件）を大幅に更新しそうだ。

2024年1-8月の介護事業者の倒産は、改定で基本報酬が引き下げられた「訪問介護」が55件（前年同期比25.0％
増）、コスト増の負担が重いデイサービスなどの「通所・短期入所」が35件（同45.8％増）、競争が激しい「有料老人
ホーム」が11件（同175.0％増）と、いずれも同期間で過去最多を記録した。

倒産の増加要因は、複合的な要因が重なっている。倒産した114件のうち、「販売不振」（売上不振）が82件（構成
比71.9％）と最も多く、次いで、赤字累積の「既往のシワ寄せ」が11件（同9.6％）と業績悪化が8割超を占めた。業績
は新規参入や大手業者との競合に加え、人手不足や物価高の影響から回復が遅れている。特に、コロナ禍の影響
が残る関連倒産が42件（前年同期34件）と大幅に増加しており、コロナ禍で疲弊した「息切れ」倒産も目立つ。今後、
訪問介護事業者の報酬引き下げによる「あきらめ」倒産増も懸念されている。

倒産した114件の約9割（構成比87.7％）を個人企業他を含む資本金1,000万円未満が占める。また、従業員10人
未満も8割（同80.7％）と、事業規模の大半は小・零細事業者が占めている。
一方で、負債総額は1億円以上が27件（前年同期比107.6％増）に倍増し、中小事業者の負債が膨らむ傾向にある
ほか、中堅企業の倒産も散発している。

国は、介護職員のベースアップに向けた加算率の引き上げや外国人材の支援に取り組んでいる。しかし、介護報
酬は公定価格のため他業界のように価格転嫁による賃上げが難しい。また、最低賃金の上昇は、経営基盤が脆弱
な事業者に負荷が大きく、他業界と賃金水準のギャップが広がると一層、人手不足に追い打ちをかける恐れもある。

IT化やロボット導入など、労力負担の軽減や人材不足を補う取り組みが避けられない。だが、小・零細事業者に資
金・ノウハウともに乏しく、「息切れ」や「あきらめ」倒産が増えそうだ。

@全国社会福祉法人経営者協議会
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９.共同通信調査：就労継続支援A型事業所の閉鎖

2024/8/
13

障害者が働きながら技術や知識を身に付ける就
労事業所が今年3～7月に全国で329カ所閉鎖され、
働いていた障害者少なくとも約5千人が解雇や退職
となったことが13日、共同通信の全国自治体調査
で分かった。障害者の年間解雇者数の過去最多記
録は約4千人。退職者を含むものの、わずか5カ月
でかつてない規模になっている。

公費に依存した就労事業所の経営改善を促すた
め、国が収支の悪い事業所の報酬引き下げを2月
に発表、4月に実施したことが主な要因。

閉鎖が相次いでいるのは「就労継続支援A型事業所」。障害者と雇用契約を結び、最低賃金以上
を支払った上で生産活動や職業訓練をする。全国に約4600カ所あり、精神、知的障害者を中心に8
万人強が働いている。

調査は7月に都道府県、政令指定都市、中核市の計129自治体に実施。全てから回答を得た。

事業所が各自治体に廃止届を出した時点の利用者数から解雇・退職者数を集計すると、4995人
だった。閉鎖329カ所のうち4割強は、最低賃金が適用されないB型事業所に移行した。

© 一般社団法人共同通信社
@全国社会福祉法人経営者協議会



４．今後の法人経営
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２．地域差をもって深刻化する少子高齢・人口減少

● ２０２５年問題から２０４０年問題への備え

● 地域差をもって深刻化・顕在化する諸課題への対応
・ 地域、利用者のニーズの変化（重度化・高度化、減少…）

・ 生産年齢人口の減少による人材確保（採用・育成・定着）

・ 地域の社会資源との連携、一方での競合他主体との協調

→ 地域での自法人の役割をそれぞれが描き、備えをすることが必要

１．社会福祉法人の経営環境と課題

１．直面する喫緊の経営課題

● コロナ禍の長期化による環境変化・・・物価高騰対策、デフレ経済 等

● 人材確保、全産業における賃上げと介護・福祉分野との賃金格差

→ 公的な財政支援 と 経営努力 の双方が重要
・ 物価対策、エネルギーコスト対策 等

・ 処遇改善施策等のフル活用による賃金改善、働きやすさ 等

59@全国社会福祉法人経営者協議会



３．サービスの質、専門性の維持・向上

● 地域のセフティーネットとしての役割・機能の維持・向上

● 制度・政策、報酬改定等のトレンドをつかみ適切に対応、準備

・ 全世代型社会保障、医療、子ども・子育て支援施策等との連携

・ 生産性の向上・業務改善、ＩＣＴ等のテクノロジーの活用
（効果的・効率的なサービス提供と働きやすさの両立）

・ 医療・介護連携 等

→ 「生活の場」（拠点）である施設の機能・役割を果たし続ける
・ 利用者 と 地域 の支援 双方を担う視点

・ 地域の拠点機能を高める「多機能化」や「多角化」、「連携・協働」

地域の福祉サービスの基盤の維持、持続可能な経営のために・・・

⇒ 喫緊の経営課題を乗り越えること、
未来志向での戦略的な対応が必要ではないか

１．社会福祉法人の経営環境と課題

60@全国社会福祉法人経営者協議会



２．未来志向の事業展開：地域の福祉を守り抜くために

高齢、障害、子どもなどの質の高い福祉サービスの提供

分野を超えて生活を支援するため全世代型の事業を未来志向で展開

経済的な効率性のみを求める単なる「大規模化」ではなく、

「多角化・多機能化」による経営基盤の強化、持続的な事業経営を推進

少子高齢・人口減少社会への備え

地域包括ケアシステムの深化・推進、自立支援・重度化防止、
人材確保と生産性の向上、制度の安定性・持続可能性の確保などを

社会福祉法人も共に検討・展開

孤独・孤立、生活困窮への支援は社会福祉法人の使命

生活困窮、ひきこもり、発達障害、不登校、独居高齢者、ネットカフェ難民 等

支援が必要な方々をしっかりサポート

地域共生社会の実現に向け社会福祉法人が主導

１．

２．

３．

61@全国社会福祉法人経営者協議会



３．少子高齢・人口減少

１．

２．

３．

62@全国社会福祉法人経営者協議会
財政審 我が国の財政運営の進むべき方向（令和6年5月21日）参考資料より



３．少子高齢・人口減少

１．

２．

３．

63@全国社会福祉法人経営者協議会
財政審 我が国の財政運営の進むべき方向（令和6年5月21日）参考資料より



３．少子高齢・人口減少

１．

２．

３．

64@全国社会福祉法人経営者協議会
財政審 我が国の財政運営の進むべき方向（令和6年5月21日）参考資料より
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４．少子高齢・人口減少社会に向けて

@全国社会福祉法人経営者協議会

地域の福祉を守り抜く未来志向の事業展開に向けて

資金、人材・設備等の弾力的な運用

分野を越えた賃金改善原資（加算等）の配分

【制度・分野を越えた経営資源の有効活用】

【手続の標準化、事務負担等の軽減】

法人、事業毎の認可・指定等の標準化、DX化の促進

所轄庁の理解促進（マニュアル等の普及）、窓口の一元化

【地域のニーズに即した事業展開】

地域のセーフティネットを守り抜くための事業展開の促進

施設整備・修繕のための交付金（補助金）の効果的な運用

➢ 少子高齢・人口減少地域でのサービス提供体制の維持等に向けて、厚生労働
省老健局との意見交換（令和6年9月26日）



特養等の活用、ソーシャルワーク機能の強化

➢ 2040年問題に備え、高齢者の様々な地域生活課題や重度化等の介護
ニーズに対応する「住まい・生活の場」、「地域の拠点」としての機能・役
割の発揮が、地域の介護・福祉サービスを守り抜くために必要

生活に困難を抱える高齢者の生活を支えるための

社会資源としての特養等（既存ストック・機能）の有効活用
（生保・低所得者支援、特養の入所要件の緩和、居住系の計画的な維持・整備等）

新たな社会課題への対応、地域における公益的な取組
・生活相談員等のソーシャルワーク機能の地域展開（報酬での評価）

・社会福祉法人減免による利用者負担への配慮
・生活困窮、孤独・孤立などの社会課題への対応する様々な活動
・居住支援、就労支援（中間就労等）、災害時の福祉支援 等

今後の事業展開

特養等を地域の拠点とする地域包括ケアの維持
・拠点機能を活かした在宅介護サービス基盤の維持

⇒ 地域のセーフティネット機能の維持 等
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67@全国社会福祉法人経営者協議会

５．未来志向の事業展開に向けて（連携・協働）
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厚生労働省 令和5年度 社会福祉推進事業
社会福祉連携推進法人制度の活用の促進に関する調査研究事業

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/track-
record/social-welfare2024.html

➢ 社会福祉連携推進法人制度の活用の促進に関
する調査研究事業（座長：田中 滋 埼玉県立大
学理事長、令和5年度社会福祉推進事業）の事
業報告書

➢ 連携推進法人を含む社会福祉法人の連携・協
働に係る具体事例を分析し、法人や自治体にお
いて社会福祉法人の連携・協働の検討に活用
することを目的として実施

➢ 検討委員として、全国経営協から庄子清典 社会
福祉連携推進委員長が参画し、取りまとめ

➢  調査研究報告書とあわせて、連携・協働の事例
集や社会福祉連携推進法人認定申請マニュア
ルも作成

@全国社会福祉法人経営者協議会

５．未来志向の事業展開に向けて（連携・協働）
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５．未来志向の事業展開に向けて（連携・協働）



～虐待・権利侵害の根絶～

全国経営協「虐待・権利侵害の根絶に向けて」  ※抜粋
                                                                                                       

すべての社会福祉法人経営者は、今般の虐待・権利侵害を我が事として、

✓職員同士が共に確認し合い、不適切なサービスの芽を摘み、より良い福祉サービスを創出する職
場風土を築けているか

✓第三者評価をはじめ外部のチェックが入る仕組みを積極的に導入するとともに、ボランティアの参
画など地域に開かれた施設・事業所運営を推進しているか

✓役職員が心身共に健康でやりがいと誇りをもって働ける職場となっているか

✓ 不適切な事案が発生した際に、迅速に行政に報告し、利用者・家族への適切な対応を図るなど、
迅速かつ適切な対応に必要な体制ができているか 等

社会福祉法人の本旨・理念の再確認

社会福祉法人の使命：常に人権を尊重し、利用者の命と生活を守り抜くこと

あらためて福祉サービスの本質を問い直し、全職員と共有し、
虐待・権利侵害の根絶と利用者の権利のために早急に取組を進める

➢ 「社会福祉法人アクションプラン2025」を踏まえ、自法人の状況を徹底的に再確認

➢ そうした実態や取組を利用者・家族、地域住民に広く開示していくべき

70@全国社会福祉法人経営者協議会

６．サービスの質：虐待・権利侵害の根絶



虐待・権利侵害の根絶に向けて

➢全社協 社会福祉施設協連絡会（委員長：磯 全国経営協会長）で
虐待・権利侵害の根絶に向けた実践紹介サイトを作成

➢各福祉現場の日々の取組や工夫を積極的に発信し、

 虐待・権利侵害の根絶を目指し

利用者を守るとともに、職員をも守ることを目指す

こんな実践事例を探しています！

お問い合わせ／実践事例のご送付先

kenrimamoru@shakyo.or.jp

事務局  全国社会福祉協議会 法人振興部
TEL 03-3581-7819 FAX 03-3581-7928

＜サイト構成＞
・実践事例
・ニュース
・研修便利ツール
・専門家ミニ講義

✓虐待・権利侵害を防止するために、福祉現場で 取り
組んでいること（気づきカードなどの日々 の振り返り）

✓職場研修の実施
✓職員同士が気づきを高める工夫

https://kenrimamoru.com/

71@全国社会福祉法人経営者協議会

６．サービスの質：虐待・権利侵害の根絶

mailto:kenrimamoru@shakyo.or.jp


社会福祉法人制度の持続や人材確保などにつなげる

社会福祉法人の実践を見せるPRサイト

新たな社会課題への先駆的かつ積極的な実践の発信

実践による効果や影響などの成果を関係当事者の声などとともに届ける成果の可視化

社会課題への
挑戦のPR

社会福祉法人の
ブランディング

●発信におけるポイント

社会福祉法人の地域における公益的な取組や複数法人連携による実践が広がるなかで、新たな社会課題

への取組について、社会福祉法人における実践が進む一方で、NPOなど、他の主体の実践がクローズアッ

プされることが多くなっています。

実施数や支援件数など定量的な情報のみならず、今後は、深刻な地域生活課題や新たな社会課題への実

践により、困難を抱える人・世帯の暮らしや地域にどのような変化が生まれたかなど、具体的なエピソー

ド（個別支援の実践等）を掲載し、社会に発信することを目的に本サイトの構築を行いました。

７．新たな社会課題への挑戦と発信（PR）

72@全国社会福祉法人経営者協議会



73

実践事例のご提供は、
こちらよりお願いします！

全国経営協では、
社会福祉法人が

地域の新たな課題解決や地域づくりに
積極的に取り組んでいる成果を

社会に発信するため
サイトを開設しました！

https://hito-chiiki-kurashi.com/ 地域住民や支援を必要
とする人々の視点から
実践を伝える



参 考

@全国社会福祉法人経営者協議会
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１．地域の福祉を守り抜くための提言・要望（重点事項）

一. 全産業と遜色ない水準までの早急な処遇改善と
次期改定を待つことない報酬の引上げ

一. 物価高騰に対する継続的な財政支援

一. 災害法制への「福祉」の位置づけ

国への提言・要望とともに
都道府県経営協との共同による要望活動を展開

⚫ 私たち社会福祉法人が、地域の福祉を守り抜くうえで、人材確保に必要な全産業
と遜色ない水準までの賃金改善と物価高騰への対策が喫緊の課題です。

⚫ 社会福祉法人の経営状況がひっ迫するなか、経営努力のみでの対応はすでに
限界であり、政府の持続的な賃金改善施策と物価高騰の長期化を見据えた財政

支援について、次期報酬改定を待たず、早急な対応をお願いいたします。

75

全社協福祉懇談会（令和6年10月8日）のほか、各都道府県で要望活動を展開中



92.
1 %77.

0 %

全体の収支差率

赤字法人の割合

1.7％

35.7％

出典：福祉医療機構「2022年度 社会福祉法人の経営状況について」（2024年3月）

法人全体の経営状況

福祉人材の確保・定着と公定価格

【提言・要望】

全産業と遜色ない水準までの早急な処遇改善
次期改定を待つことない報酬の引上げ

介護 45.8％

障害 35.6％

他産業での賃上げ、物価高騰の長期化
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福祉人材の確保・定着

処遇改善

※月収（万円）役職者を除く

35
36.3

35.2 35.5
36.1

36.9

26.2
27.1

30.2 30.8
31.9 32.1

25.5

26.7

29.3 28.5
29.3 30.0 

22

27

32

37

42

H24 H28 R2 R3 R4 R5 R6

処遇改善の一本化
加算率引上げ

6.9万円4.8万円

全産業平均

介護分野の職員

保育士

春闘

 5.10％増

出典：全世代型社会保障構築会議（第1回）・公的価格評価検討委員会（第１回）合同会議（2021年11月9日開催）資料等

出典：厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」

賃金差の拡大

最賃引上げ

職種別平均賃金
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（令和3年比 ・ 1施設あたりの平均）

電気代 1.6倍 ガス代 1.5倍 食料・委託費   1.5倍

年  額 1.900万円 負担増  

出典：全国経営協「モニター会員調査」（2024年5月）

出典：全国経営協他「介護現場における物価高騰・賃上げ等の状況調査」（2024年9月)

物価高騰の影響

継続的な財政支援

【提言・要望】

物価高騰に対する継続的な財政支援を

物価高騰の影響は長期化！

物価高騰の影響（令和6年6月）
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@全国社会福祉法人経営者協議会

長期化する物価高騰の影響
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@全国社会福祉法人経営者協議会

長期化する物価高騰の影響
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災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）は

社会福祉法人の使命

災害関連死を防ぐため、より迅速な活動を

47都道府県 1０,000名がメンバー登録

✓ DWAT   1,600名が活動を展開

✓ 応援職員      被災63施設に 1,５50名派遣

✓ 1.5次避難所 ブロックの協力で職員派遣

能登半島地震でも迅速に活動を展開

災害時の福祉支援

【提言・要望】

災害法制への「福祉」の位置づけ
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２．地域の福祉を守り抜くための提言・要望（継続事項）

国への提言・要望を継続的に展開

⚫ 令和6年度補正予算での早急な財政支援とともに、政府の持続的な賃金
改善施策と物価高騰の長期化を見据えた報酬の臨時改定等について提
言・要望を継続【全社協福祉懇談会（令和6年10月8日）等】

１.すべての福祉従事者の賃金改善のための公的価格の拡充

（１） 全産業と遜色ない水準までの早急な処遇改善、臨時改定での対応

（２） 全産業の賃上げに連動する仕組みの導入（賃金スライド制等）

（３） 介護、障害福祉、子育て支援等の制度間で異なる処遇改善の仕組み・運用の

一元化、対象職種等と法人裁量のさらなる拡大
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0 %

２．地域の福祉を守り抜くための提言・要望（継続事項）

２．物価対策の継続を図る財政支援

（１） 臨時交付金等の拡充と各地での物価対策の確実な実施

（２） 食費・居住費の基準費用額の引上げ、物価高騰等に連動する仕組みの導入

（３） 建築費等の高騰を踏まえた修繕・老朽改築・建替に備えた補助金の引上げ

（４） 地域ニーズに応じた柔軟な施設整備等のための補助金・交付金の運用改善

３．少子高齢・人口減少社会に備えた経営基盤の強化

（１） サービスの質と職場環境を高めるICT等テクノロジーの活用促進

（２） 福祉制度間での弾力的な資金の活用による事業の多角化・多機能化の促進

（３） 事業展開を促進する補助金ルール（柔軟な事業転換、返還等）の見直し

（４） 公的価格の算定構造等の検証、中長期的な視点でのあり方の見直し

４．社会福祉法人の非課税制度の堅持
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